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かわまちづくり計画」が登録されました 
 

令和５年８月１０日に、国土交通省から令和５年度かわまちづくり計画の新規登録

が公表され、和歌山市が申請していた「市堀川かわまちづくり計画」が新たに登録さ

れました。 

和歌山市では、かつて和歌山城の外堀として開削され、現在も中心市街地を流れる

市堀川周辺で、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す「かわまちづ

くり」を進めるため、令和４年６月３日に「市堀川かわまちづくり協議会」を設立し、

河川管理者である和歌山県、周辺住民の代表者、水辺の利活用を進める団体から意見

を伺い、水辺の利活用の方向性や具体的な手法について検討を進めてきました。 

 今後は、「市堀川かわまちづくり計画」に基づき、河川管理者（和歌山県）、和歌

山市が役割を分担し、親水護岸や河川管理用通路（遊歩道）の整備、旧市民会館等水

辺の公共施設の活用を図ります。また、民間事業者による河川空間の利用に向けた取

組を計画的に推進していきます。 

 

※ 国土交通省から和歌山市へのかわまちづくり計画登録証伝達式が、８月末頃に

実施される予定です。 
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